
船舶事故等調査報告書 

                                   平成２２年１１月２５日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０広第７８号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年５月８日 ００時３０分ごろ 

発生場所 香川県坂出
さかいで

市牛島
うししま

東岸 鍋島
なべしま

灯台から真方位２３７°２.２海里付近 

（概位 北緯３４°２１.７′ 東経１３３°４７.２′） 

事故等調査の経過  平成２２年５月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船 第二光
こう

勝
しょう

丸、１９トン 

   ２９１－３８２０８広島、光勝海運有限会社 

Ｂ はしけ ＳＫ－１０７ 

   なし、住吉汽船有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ船の船底に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか１人が乗り組み、船首喫水約１.０ｍ、船尾喫水約２.

８ｍで、鋼材ブロック約１００トンを積載し、船首尾とも約０.６ｍの喫水

となったＢ船をえい
．．

航してＡ船引船列を構成し、坂出港北西沖を南西進

中、平成２２年５月８日００時３０分ごろ、牛島東岸に乗り揚げた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の初期、潮流 約０.５ノットの西流 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

 Ａ船引船列は、坂出港北西沖の備讃瀬戸東航路

を南西進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに

陥ったため、変針予定場所を通過して牛島東岸に

向けて航行し、Ａ船が牛島東岸に乗り揚げたもの

と考えられる。 

判明した事項の解析 

 船長は、睡眠不足と疲労が蓄積した状態であっ

たこと、及び漁船群を避けたあと周囲に他船がい

なかったことから気が緩んで居眠りに陥ったもの

と考えられる。 

 Ａ船は、居眠り防止装置が設置されていれば、

船橋当直者が居眠りに陥った際、同装置の警報で

目が覚め、本事故の発生を防止することができた

可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船引船列が、坂出港北西沖の備讃瀬戸東航路を南西

進中、単独で船橋当直中の船長が居眠りに陥ったため、変針予定場所を通

過して牛島東岸に向けて航行し、Ａ船が牛島東岸に乗り揚げたことにより

 



 

発生したものと考えられる。 

 




